
証券コード　6045

平成28年６月14日

株　主　各　位
東京都江戸川区西葛西五丁目２番３号

株 式 会 社 レ ン ト ラ ッ ク ス
代表取締役社長 金 子 英 司

第11回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第11回定時株主総会を下記により開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年６月28日（火曜日）

午後７時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日 時 平成28年６月29日（水曜日）午前10時

２．場 所 東京都中央区八重洲一丁目２番16号 ＴＧビル別館２階

ＴＫＰ東京駅日本橋カンファレンスセンター　ホール２Ａ

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第11期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連

結計算書類監査結果報告の件

２．第11期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計

算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案

第２号議案

定款一部変更の件

取締役４名選任の件
以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申しあげます。

なお株主総会参考資料並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場
合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.rentracks.co.jp）
に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

①　事業の経過及び成果

当連結会計年度（平成27年４月１日から平成28年３月31日）におけるわ

が国の経済は、雇用情勢や企業業績の改善等に支えられ、景気は緩やかな

回復基調が継続しております。

このような経済状況のもと、2015年の日本の総広告費は6兆1,710億円（前

年比100.3％）、その中でも当社グループが属するインターネット広告市場

においては、インターネット広告媒体費が9,194億円(前年比111.5％)と堅

調に成長を続けております。

当社グループでは、主力の成果報酬型広告サービス事業において、金融

案件及び自動車買取案件の広告主への注力に加え、その他の新規分野の広

告主に対しても営業を強化し、また広告掲載媒体(以下、「パートナーサイ

ト」という。)運営者との更なる連携強化等に努めてまいりました。その結

果、エステ、転職求人、士業、不動産関連などのジャンルにおいても成果

報酬獲得件数が順調に増加しております。また検索連動型広告代行事業に

関しても広告主の獲得が増えており、売上高の増加に寄与しております。

さらに平成28年２月に株式会社ベーシックより、スマートフォンアプリ

向けアフィリエイト広告ネットワーク「ＧＡＭＥＦＥＡＴ（ゲームフィー

ト）」を譲受け、当社において事業を開始したことから、当期の売上増大

に寄与することとなりました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高6,313,794千円（前期比

174.2％）、営業利益480,291千円（同171.7％）、経常利益468,459千円（同

173.8％）、親会社株主に帰属する当期純利益は307,247千円（同172.0％）

となりました。

－ 2 －



事業別の状況は次のとおりであります。

成果報酬型広告サービス事業が5,832,509千円（同183.3％）、検索連動

型広告代行事業が416,125千円（同129.4％）、その他の事業が65,159千円

（同53.3％）となっております。また、セグメント利益は、成果報酬型広

告サービス事業が841,026千円（同164.8％）、検索連動型広告代行事業が

73,290千円（同144.6％）、その他の事業が56,040千円（同67.0％）となっ

ております。

事業別売上高

（単位：千円）

事 業 区 分

第 10 期
（平成27年３月期）
（前連結会計年度）

第 11 期
（平成28年３月期）
（当連結会計年度）

前連結会計年度比増減

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率

成果報酬型広告
サ ー ビ ス 事 業

3,181,326 87.8％ 5,832,509 92.4％ 2,651,182 83.3％

検索連動型広告
代 行 事 業

321,524 8.9 416,125 6.6 94,600 29.4

そ の 他 122,184 3.4 65,159 1.0 △57,025 △46.7

合 計 3,625,035 100.0 6,313,794 100.0 2,688,758 74.2

②　設備投資の状況

重要な設備投資は実施しておりません。

③　資金調達の状況

当社は、平成27年４月24日付での東京証券取引所マザーズ市場への上場

にあたり、公募増資により1,107,000株の新株式を発行し、594,090千円の

資金調達を行いました。また上場に伴う第三者割当（オーバーアロットメ

ントによる売出）により165,000株の新株式を発行し、88,550千円の資金調

達を行いました。

（注）当社は、平成27年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株

式分割を行っております。上記の株数は分割後の株数で表示してお

ります。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。
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⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

当社は、平成28年２月１日を効力発生日として、株式会社ベーシックよ

りスマートフォンアプリ向けアフィリエイト広告ネットワーク「ＧＡＭＥ

ＦＥＡＴ（ゲームフィート）」事業を譲受けました。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

の状況

該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況

期別
区分

第 ８ 期
平成25年３月期

第 ９ 期
平成26年３月期

第 10 期
平成27年３月期

第 11 期
(当連結会計年度)
平成28年３月期

売 上 高(千円) 924,987 2,127,491 3,625,035 6,313,794

経 常 利 益(千円) 26,208 156,273 269,488 468,459

親会社株主に帰属
する当期純利益

(千円) 29,759 113,820 178,642 307,247

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円) 4.84 18.51 29.05 40.62

総 資 産(千円) 397,350 745,479 1,210,388 2,179,161

純 資 産(千円) 62,206 176,248 355,997 1,346,065

１ 株 当 た り
純 資 産 額

(円) 10.11 28.66 57.89 174.43

（注）当社は、平成25年４月18日付で普通株式１株につき25株の割合で、平成27年１月１

日付で普通株式１株につき200株の割合で、平成27年10月１日付で普通株式１株につ

き３株の割合で株式分割を行っております。第８期の期首に当該株式分割が行われ

たと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

②　当社の財産及び損益の状況

期別
区分

第 ８ 期
平成25年３月期

第 ９ 期
平成26年３月期

第 10 期
平成27年３月期

第 11 期
(当事業年度)

平成28年３月期

売 上 高(千円) 921,778 2,057,194 3,284,520 5,871,057

経 常 利 益(千円) 31,157 145,826 233,038 425,232

当 期 純 利 益(千円) 34,778 112,979 156,011 279,216

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円) 5.66 18.37 25.37 36.92

総 資 産(千円) 401,519 747,784 1,186,283 2,108,430

純 資 産(千円) 66,608 179,587 335,598 1,298,714

１ 株 当 た り
純 資 産 額

(円) 10.83 29.20 54.57 168.29

（注）当社は、平成25年４月18日付で普通株式１株につき25株の割合で、平成27年１月１

日付で普通株式１株につき200株の割合で、平成27年10月１日付で普通株式１株につ

き３株の割合で株式分割を行っております。第８期の期首に当該株式分割が行われ

たと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社Anything 40,000千円 100％ 検索連動型広告代行事業

RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD 8,126千円 100％ システム開発事業

(4) 対処すべき課題

当社グループを取り巻く経営環境は、インターネット広告市場が、タブレ

ット端末等の普及や高速データ通信環境の整備等を受けて、高い伸び率で成

長を遂げている状況のもと、技術の進化、顧客ニーズの変化等に即座に対応

する必要性がますます高まり、競争環境も今後さらに厳しさを増すことが予

想されます。

当社グループにおいては、インターネット広告市場の動向、顧客ニーズの

変化等にスピード感をもって対応し、市場における優位性を高めていく体制

を整えるべく、以下の施策に取り組んでまいります。

①　成果報酬型広告サービス事業の拡充

当社グループの主たる事業である成果報酬型広告サービス事業において、

システムの機能強化、ユーザビリティの向上、広告主及びパートナーサイ

ト運営者の双方における当社グループに対する満足感の向上に努め、他社

との差別化を図り、市場における優位性を高めていくことで業績の更なる

向上に努めてまいります。

②　優秀な人材の育成と確保

企業規模の拡大及び成長のためには、社員全員が当社グループの企業理

念や経営方針を深く理解し、サービスの末端に至るまでそれを浸透させて

いくことが必要となります。当社グループでは、今後、新卒社員の採用を

積極的に推進していくとともに、社員への教育体制の整備を図り、社員全

員の意識と能力の底上げを行ってまいります。

③　システム及び内部管理体制の更なる強化

当社グループの業容拡大を支えていくためには、システムの強化や内部

管理体制の充実が、今後さらに重要となってくると考えております。こう

した観点から、システムへの投資を進め、安全性と効率性の向上に努めて
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まいります。また、業務運営上のリスクを適宜把握してリスク管理を適切

に行い、定期的な内部監査や監査役監査の実施、情報開示やコンプライア

ンス体制の強化を含めた内部管理体制の一層の充実を図る方針であります。

(5) 主要な事業内容（平成28年３月31日現在）

事 業 主 要 製 品

成果報酬型広告サービス事業
ＰＣ・スマートフォン向けインターネット広告サー
ビス「レントラックス（Rentracks）」「ゲームフィ
ート（GAMEFEAT）」の運営

検 索 連 動 型 広 告 代 行 事 業 リスティング広告出稿の取次代理業務

そ の 他
コンテンツ販売事業、媒体運営事業、SEO事業、人事
考課システムの提供及び教育研修事業、システム開
発・海外進出支援事業

(6) 主要な営業所（平成28年３月31日現在）

①　本　　　社 東京都江戸川区

②　連結子会社

株式会社Anything 東京都江戸川区

RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD Ho Chi Minh City,Vietnam
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(7) 使用人の状況（平成28年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

成果報酬型広告サービス事業 24（6）名 7名増（4名増）

検 索 連 動 型 広 告 代 行 事 業 4（1）名 1名増（1名増）

そ の 他 10（1）名 1名増（ －  ）

全 社 （ 共 通 ） 4（-）名 1名増（ －  ）

合 計 42（8）名 10名増（1名増）

（注）１．従業員数は就業人数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人数

を外数で記載しております。

２．全社（共通）として記載されている使用人数は、管理部門に所属しているもの

であります。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

28（6）名 8名増（4名増） 31.0歳 2.2年

（注）従業員数は就業人数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人数を外

数で記載しております。

(8) 主要な借入先及び借入額（平成28年３月31日現在）

該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式に関する事項（平成28年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 24,600,000株

②　発行済株式の総数 7,717,200株（自己株式105株を含む）

③　株主数 2,402名

④　大株主

株 主 名 持　株　数（株） 持株比率（％）

金 子 英 司 4,070,000 52.7

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 278,100 3.6

楽 天 証 券 株 式 会 社 204,500 2.6

GOLDMAN　SACHS　INTERNATIONAL 179,956 2.3

NOMURA　PB　NOMINEES　LIMITED
O M N I B U S － M A R G I N ( C A S H P B )

171,400 2.2

ラ イ フ パ ー ト ナ ー ズ 株 式 会 社 165,500 2.1

吉 岡 裕 之 159,900 2.0

椙 尾 幸 介 150,000 1.9

投 資 事 業 組 合 オ リ ッ ク ス 1 1 号 118,800 1.5

横 山 早 苗 112,200 1.5
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(2) 新株予約権等の状況

　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状

況（平成28年３月31日現在）

１．平成18年11月27日開催の取締役会決議による新株予約権（第２回）

①　新株予約権の数

１個（新株予約権１個に付き15,000株）

②　新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式　　15,000株

③　新株予約権の発行価額

無償

④　権利行使時の１株当たりの払込金額

１株当たり　４円

⑤　新株予約権の権利行使期間

平成20年11月29日から平成28年11月28日まで

⑥　新株予約権の行使の条件

・新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、

権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役また

は従業員であることを要する。但し、取締役会が特に認めた場合に

はその権利を行使することができる。

・新株予約権者は、当社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取

引が開始される日の前日までは新株予約権を行使することはできな

いものとする。

・その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締

結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。

⑦　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

・当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式

交換契約もしくは株式移転計画が株主総会または取締役会で承認さ

れたときは、当社取締役会が別途決定する日において、新株予約権

を無償で取得することができる。

・新株予約権者が上記の新株予約権の行使条件に該当しなくなり、新

株予約権の全部または一部を行使できなくなることが判明した場合

は、当社は当社取締役会が別途決定する日において、新株予約権を

無償で取得することができる。

・その他取締役会が特定の新株予約権について、取得の必要があると

認めたときには、当社取締役会が別途決定する日において、その新
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株予約権を無償で取得することができる。

⑧　有利な条件の内容

　当社の取締役及び監査役に対し新株予約権を無償で発行した。

⑨　割当を受けた新株予約権の数

当社役員の保有状況

新 株 予 約 権 の 数 目的となる株式の数 保 有 者 数

取 締 役
(社外取締役を除く)

－ － －

社 外 取 締 役 － － －

監 査 役 1個 15,000株 1名

２．平成20年３月７日開催の取締役会決議による新株予約権（第５回）

①　新株予約権の数

２個（新株予約権１個に付き15,000株）

②　新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式　　30,000株

③　新株予約権の発行価額

無償

④　権利行使時の１株当たりの払込金額

１株当たり　167円

⑤　新株予約権の権利行使期間

平成22年３月９日から平成29年８月23日まで

⑥　新株予約権行使の条件

・新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、

権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役また

は従業員であることを要する。但し、取締役会が特に認めた場合に

はその権利を行使することができる。

・新株予約権者は、当社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取

引が開始される日の前日までは新株予約権を行使することはできな

いものとする。

・その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締

結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。

⑦　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

・当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式

交換契約もしくは株式移転計画が株主総会または取締役会で承認さ
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れたときは、当社取締役会が別途決定する日において、新株予約権

を無償で取得することができる。

・新株予約権者が上記の新株予約権の行使条件に該当しなくなり、新

株予約権の全部または一部を行使できなくなることが判明した場合

は、当社は当社取締役会が別途決定する日において、新株予約権を

無償で取得することができる。

・その他取締役会が特定の新株予約権について、取得の必要があると

認めたときには、当社取締役会が別途決定する日において、その新

株予約権を無償で取得することができる。

⑧　有利な条件の内容

　当社の取締役に対し新株予約権を無償で発行した。

⑨　割当を受けた新株予約権の数

当社役員の保有状況

新 株 予 約 権 の 数 目的となる株式の数 保 有 者 数

取 締 役
(社外取締役を除く)

2個 30,000株 1名

社 外 取 締 役 － － －

監 査 役 － － －

３．平成25年５月17日開催の取締役会決議による新株予約権（第６回）

①　新株予約権の数

203個（新株予約権１個に付き600株）

②　新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式　　121,800株

③　新株予約権の発行価額

無償

④　権利行使時の１株当たりの払込金額

１株当たり　14円

⑤　新株予約権の権利行使期間

平成27年５月21日から平成31年６月30日まで

⑥　新株予約権の行使の条件

・新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、

権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役また

は従業員であることを要する。但し、取締役会が特に認めた場合に

はその権利を行使することができる。
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・新株予約権者は、当社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取

引が開始される日の前日までは新株予約権を行使することはできな

いものとする。

⑦　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

・当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式

交換契約もしくは株式移転計画が株主総会または取締役会で承認さ

れたときは、当社取締役会が別途決定する日において、新株予約権

を無償で取得することができる。

・新株予約権者が上記の新株予約権の行使条件に該当しなくなり、新

株予約権の全部または一部を行使できなくなることが判明した場合

は、当社は当社取締役会が別途決定する日において、新株予約権を

無償で取得することができる。

・その他取締役会が特定の新株予約権について、取得の必要があると

認めたときには、当社取締役会が別途決定する日において、その新

株予約権を無償で取得することができる。

⑧　有利な条件の内容

　当社の取締役に対し新株予約権を無償で発行した。

⑨　割当を受けた新株予約権の数

当社役員の保有状況

新 株 予 約 権 の 数 目的となる株式の数 保 有 者 数

取 締 役
(社外取締役を除く)

38個 22,800株 1名

社 外 取 締 役 － － －

監 査 役 － － －

　当事業年度中に当社使用人等に対して職務執行の対価として交付された新

株予約権の内容の概要

該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成28年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 金 子 英 司
株式会社Anything 取締役
RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD. 会長

取 締 役 椙 尾 幸 介
管理部長
株式会社Anything 取締役

取 締 役 横 山 早 苗
メディア事業部長
株式会社Anything 取締役
RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD. 社長

取 締 役 河 嶋 　 茂 株式会社イグニディア 代表取締役

常 勤 監 査 役 織 茂 俊 六
株式会社Anything監査役
RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD. 監査役

監 査 役 山 本 賢 志
税理士法人ｸﾘｱﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 代表社員
有限会社中央計算センター 取締役

監 査 役 大 西 正 義 株式会社ｷｬﾘｱｲﾝﾃﾞｯｸｽ 社外監査役

（注）１．取締役河嶋茂氏は、社外取締役であります。

２．監査役織茂俊六氏、山本賢志氏及び大西正義氏は、社外監査役であります。

３．監査役山本賢志氏は財務及び会計に相当程度の知見を有している公認会計士で

あります。

４．取締役河嶋茂氏及び監査役織茂俊六氏、山本賢志氏、大西正義氏を東京証券取

引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

②　取締役及び監査役の報酬等

イ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役

（ う ち 社 外 取 締 役 ）
4名
(1)

36,520千円

(1,000)

監 査 役

（ う ち 社 外 監 査 役 ）
3名

(3)
6,000千円

(6,000)

合 計

（ う ち 社 外 役 員 ）
7名

(4)
42,520千円
(7,000)

（注）平成19年８月22日開催臨時株主総会にて取締役報酬年総額は100,000千円以内、監査

役報酬年総額は30,000千円以内での承認を得ております。
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ロ．当該事業年度に支払った役員退職慰労金

該当事項はありません。

ハ．社外役員が親会社又は子会社等から受けた役員報酬等の総額

該当事項はありません。

③　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役河嶋茂氏は、株式会社イグニディアの代表取締役を兼職してお

ります。当社と株式会社イグニディアとの間にはSEO事業の外注とい

う取引関係がありましたが、現時点においては取引を解消しておりま

す。

・監査役織茂俊六氏は、当社の子会社である株式会社Anything及び

RENTRACKS VIETNAM CO.,LTDの監査役を兼職しております。

・監査役山本賢志氏は、税理士法人クリアパートナーズの代表社員及び

有限会社中央計算センターの取締役を兼職しております。当社と兼職

先との間には特別の関係はありません。

・監査役大西正義氏は、株式会社キャリアインデックスの社外監査役を

兼職しております。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役　河嶋　茂

当事業年度において、平成27年６月26日の就任以降に開催され

た取締役会の全てに出席しております。取締役会以外におい

ても必要に応じて代表取締役との意見交換を実施し、適宜必要

な助言・提言を行っております。

監査役　織茂俊六

当事業年度に開催された取締役会及び監査役会の全てに出席

し、常勤の立場から決議事項、報告事項全般について、適宜必

要な助言・提言を行っております。

監査役　山本賢志

当事業年度に開催された取締役会及び監査役会の全てに出席

し、公認会計士としての専門的見地から決議事項、報告事項全

般について、適宜必要な助言・提言を行っております。

監査役　大西正義

当事業年度に開催された取締役会及び監査役会の全てに出席

し、上場企業における経営経験等を活かし、決議事項、報告事

項全般について、適宜必要な助言・提言を行っております。
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ハ．責任限定契約の内容

　当社と社外役員全員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該

契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額を限度として

おります。

(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　優成監査法人

②　報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 12,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

12,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分

できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計

額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬

見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえ

で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容

該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任

に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いた

します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集され

る株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたし

ます。

⑤　責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

－ 16 －



(5) 業務の適正を確保するための体制

①　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

イ．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

・経営理念、経営方針、及び「コンプライアンス規程」をはじめとするコ

ンプライアンス体制にかかる規定を、役職員が法令、定款、及び社会規

範を遵守した行動をとる為の行動規範とする。また、取締役会は、全社

のコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、全社的な徹

底を図る為、取締役管理部長を責任者とするコンプライアンス研修会を

開催し、役職員教育等を行う。

・法令上疑義のある行為について、従業員が直接情報提供を行う手段とし

て、内部通報窓口を設置し、通報者に対する不利益な取扱を禁止する制

度を整備する。

・内部監査人は、監査役会及び会計監査人と連携の上、コンプライアンス

の状況を監査する。

ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・当社では、取締役の職務執行にかかる事項である議事録、会計帳簿、そ

の他の重要な情報等については、「文書保存管理規程」に従い、文書又

は電磁的記録媒体に記録し、適切に保存及び管理する。

・取締役及び監査役は、これらの規程に従い、その職務遂行の必要に応じ

て、常時、これらの文書を閲覧できるものとする。

ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社では、コンプライアンス、財務報告、情報システム、事業活動、災

害、事件等のリスクについては、「リスク管理規程」に従い、会社にお

いて発生しうるリスクの発生防止にかかる管理体制の整備、発生したリ

スクへの対応等を行う。

ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会は、毎月開催される定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締

役会をすみやかに開催し、経営に関する重要事項に関して迅速に意思決
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定を行い、職務執行を監督する。

・取締役会は、迅速な経営判断並びに職務執行を行う体制として、各取締

役に担当部門の管理責任を負わせるとともに、取締役会で決定された経

営計画の定期的なモニタリングを実施する。また、業務執行に関する責

任者及び責任範囲について「職務権限規程」、「業務分掌規程」等に業

務執行の手続きを簡明に定め、効率的な業務執行を可能にする。

ホ．当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適性を確保する

為の体制

・当社の事業部別に、事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守

体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えており、取締役会は

これらを横断的に推進し、管理する。

ヘ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ

る当該使用人に関する事項

・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役

会は監査役と協議の上、必要に応じて、専任又は兼任の使用人を置くこ

ととする。

ト．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ

る当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合、その使用人の人事異動、

人事評価に関しては、監査役会の事前の同意を必要とする。

チ．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役へ

の報告に関する体制

・取締役又は使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社に重

大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況等をすみやかに報告する体

制を整備する。報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）につい

ては、取締役と監査役会との協議により決定する方法による。

リ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する為の体制

・監査役の監査が実効的に行われることを確保する為、取締役及び使用人

は、監査に対する理解を深め監査役監査の環境を整備するよう努めるも

のとする。
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・監査役は、専門性を要する法務、会計については独立して弁護士、会計

監査人と連携を図り、取締役会、経営会議等の重要会議に出席する他、

取締役との懇談、社内各部署への聴取及び意見交換、資料閲覧等を行い、

監査役会にて報告、審議を行うこととする。

ヌ．反社会的勢力との関係断絶に向けた基本的な考え方及びその整備状況

・「反社会的勢力に関する基本方針」において反社会的勢力排除を明記す

るとともに、当社の取締役及び使用人に対し周知徹底を図ることとする。

・反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、弁護士等の外

部専門機関と緊密な連携関係を構築する。

②　業務の適正を確保するための体制の運用状況

当社は、上記の業務の適性を確保するための体制について、体制の整備

当初から、体制の整備及び運用状況について継続的に調査を実施しており、

取締役会にその内容を報告しております。また、調査の結果判明した問題

点につきましては、是正措置を行い、より効率的な体制の整備・運用に努

めております。

(6) 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

以　上
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成28年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

長 期 未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

1,978,258

1,089,141

754,709

118,751

10,209

6,300

△853

200,902

404

283

120

195,315

162,825

32,490

5,182

20,710

5,182

△20,709

（負 債 の 部）

流 動 負 債 832,202

買 掛 金 615,344

未 払 法 人 税 等 125,086

賞 与 引 当 金 10,260

そ の 他 81,511

固 定 負 債 893

繰 延 税 金 負 債 893

負 債 合 計 833,095

（純資産の部）

株 主 資 本 1,345,200

資 本 金 436,013

資 本 剰 余 金 342,013

利 益 剰 余 金 567,300

自 己 株 式 △126

その他の包括利益累計額 865

為替換算調整勘定 865

純 資 産 合 計 1,346,065

資 産 合 計 2,179,161 負 債 純 資 産 合 計 2,179,161

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 6,313,794

売 上 原 価 5,343,437

売 上 総 利 益 970,357

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 490,065

営 業 利 益 480,291

営 業 外 収 益

受 取 利 息 525

そ の 他 9 535

営 業 外 費 用

支 払 利 息 79

為 替 差 損 422

株 式 公 開 費 用 11,864 12,366

経 常 利 益 468,459

税金等調整前当期純利益 468,459

法人税、住民税及び事業税 161,673

法 人 税 等 調 整 額 △461 161,212

当 期 純 利 益 307,247

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

当 期 純 利 益
307,247

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 94,000 － 260,052 － 354,052

当 連 結 会 計 年 度 の 変 動 額

新 株 の 発 行 341,320 341,320 682,640

新株の発行（新株予約権の行使） 693 693 1,386

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

当 期 純 利 益
307,247 307,247

自 己 株 式 の 取 得 △126 △126

株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額 (純額 )

当連結会計年度中の変動額合計 342,013 342,013 307,247 △126 991,147

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 436,013 342,013 567,300 △126 1,345,200

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計
為 替 換 算 調 整 勘 定

そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 1,945 1,945 355,997

当 連 結 会 計 年 度 の 変 動 額

新 株 の 発 行 682,640

新株の発行（新株予約権の行使） 1,386

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

307,247

自 己 株 式 の 取 得 △126

株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額 (純額 )

△1,079 △1,079 △1,079

当連結会計年度中の変動額合計 △1,079 △1,079 990,067

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 865 865 1,346,065

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数　　２社

主要な連結子会社の名称　　株式会社Anything

RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD

２．持分法の適用に関する事項

該当事項はございません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産　　定率法を採用しております。

②　無形固定資産　　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。

(2) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の

負担額を計上しております。

(3) その他計算書類の作成の基本となる重要な事項

①　重要な外貨建ての資産または負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は期末

の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

②　のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。

③　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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Ⅱ．会計方針の変更に関する注記

企業結合に関する会計基準等の適用

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連

結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事

業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日）等を当連結

会計年度から適用し、当期純利益等の表示の変更を行っております。

Ⅲ．連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 1,596千円

Ⅳ．連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式　　7,717,200株

２．当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していない

ものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式　　　45,000株

Ⅴ．金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、必要な資金は銀行

等金融機関からの借入により調達しております。売掛金に係る顧客の信用リスクは、

与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。

２．金融商品の時価等に関する事項

　平成28年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。

（単位：千円）

連結貸借対照表
計　上　額(＊)

時　　　価(＊) 差　　　額(＊)

(1) 現 金 及 び 預 金 1,089,141 1,089,141 －

(2) 売 掛 金 754,709 754,709 －

(3) 買 掛 金 (615,344) (615,344) －

（＊）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
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（注）金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該

帳簿価額によっております。

(3) 買掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該

帳簿価額によっております。

Ⅵ．１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 174円43銭

２．１株当たり当期純利益 40円62銭

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益 38円88銭

（注）当社は、平成27年10月１日付で普通株式１株につき普通株式３株の割合で株式分割

を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１

株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利

益を算定しております。

Ⅶ．企業結合等関係に関する注記

取得による企業結合

１．企業結合の概要

(1) 相手企業の名称及び事業の内容

相手企業の名称：株式会社ベーシック

事業の内容：スマートフォンアプリ向けアフィリエイト広告ネットワーク事業

「ＧＡＭＥＦＥＡＴ（ゲームフィート）」

(2) 事業譲受を行った主な理由

当社の主たる事業領域である、成果報酬型広告サービス事業が属するインターネ

ット広告市場は、スマートフォンの普及に伴い、スマートフォン向け広告に関する

需要が拡大しております。そのような市場環境の中、当社はスマートフォン向け広

告の強化のため、スマートフォンアプリ向けアフィリエイト広告ネットワーク事業

を譲受けることと致しました。

(3) 事業譲受日

平成28年２月１日

(4) 企業結合の法的形式

事業譲受

２．連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間

平成28年２月１日から平成28年３月31日まで
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３．取得した事業の取得原価及びその内訳

取得の対価　　現金　200,000千円

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれんの金額　　168,440千円

(2) 発生原因

今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものです。

(3) 償却方法及び償却期間

５年間にわたる均等償却

５．事業譲受日に受け入れた資産の額及びその主な内訳

固定資産　　　　31,560千円

資産合計　　　　31,560千円

６．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の

連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。
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貸　借　対　照　表

（平成28年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

立 替 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

の れ ん

商 標 権

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

敷 金

長 期 未 収 入 金

繰 延 税 金 資 産

貸 倒 引 当 金

1,868,811

1,002,494

705,713

30,230

118,317

9,210

3,698

△853

239,618

283

283

0

194,344

162,825

757

30,755

6

44,990

38,126

4,696

20,710

2,168

△20,709

（負 債 の 部）

流 動 負 債 809,715

買 掛 金 613,281

未 払 金 48,386

未 払 費 用 3,260

未 払 法 人 税 等 113,486

未 払 消 費 税 等 12,686

前 受 金 110

預 り 金 8,243

賞 与 引 当 金 10,260

負 債 合 計 809,715

（純資産の部）

株 主 資 本 1,298,714

資 本 金 436,013

資 本 剰 余 金 342,013

資 本 準 備 金 342,013

利 益 剰 余 金 520,814

その他利益剰余金 520,814

繰越利益剰余金 520,814

自 己 株 式 △126

純 資 産 合 計 1,298,714

資 産 合 計 2,108,430 負 債 純 資 産 合 計 2,108,430

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 5,871,057

売 上 原 価 5,006,420

売 上 総 利 益 864,637

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 427,315

営 業 利 益 437,321

営 業 外 収 益

受 取 利 息 171

そ の 他 8 180

営 業 外 費 用

支 払 利 息 79

為 替 差 損 324

株 式 公 開 費 用 11,864 12,269

経 常 利 益 425,232

税 引 前 当 期 純 利 益 425,232

法人税、住民税及び事業税 148,784

法 人 税 等 調 整 額 △2,768 146,015

当 期 純 利 益 279,216

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

純 資 産
合 計資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金
資 本 剰 余
金 合 計

そ の 他 利
益 剰 余 金利 益 剰 余

金 合 計
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 94,000 － － 241,598 241,598 － 335,598 335,598

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 341,320 341,320 341,320 682,640 682,640

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使）

693 693 693 1,386 1,386

当 期 純 利 益 279,216 279,216 279,216 279,216

自 己 株 式 の 取 得 △126 △126 △126

当 期 変 動 額 合 計 342,013 342,013 342,013 279,216 279,216 △126 963,116 963,116

当 期 末 残 高 436,013 342,013 342,013 520,814 520,814 △126 1,298,714 1,298,714

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産　　定率法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりです。

建物　　　　　15年

工具器具備品　６年

(2) 無形固定資産　　　定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりです。

商標権　　　　　　　　　　　10年

ソフトウェア（自社利用分）　５年（社内における利用可能期間）

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等、特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額

を計上しております。

４．その他計算書類の作成の基本となる重要な事項

(1) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

Ⅱ．表示方法の変更に関する注記

（貸借対照表）

前事業年度まで区分掲記して表示しておりました「未収入金」（当事業年度は3,320

千円）、「預け金」（同378千円）は金額的重要性が乏しいため、当事業年度より流

動資産の「その他」に含めて表示しております。
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Ⅲ．貸借対照表に関する注記

１．資産に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 1,556千円

２．関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

(1) 短期金銭債権 30,532千円

(2) 短期金銭債務 1,586千円

Ⅳ．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高は、次のとおりであります。

営業取引による取引高

売上高 6,766千円

仕入高 1,369千円

販売費及び一般管理費 17,231千円

Ⅴ．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式　　105株

Ⅵ．税効果会計に関する注記

１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産 (千円)

賞与引当金 3,166

未払事業税 5,781

貸倒引当金 6,604

関係会社株式評価損 3,061

資産除去債務 871

貸倒損失否認 136

一括償却資産 354

繰延税金資産合計 19,975

繰延税金負債

のれん償却 8,596

繰延税金負債合計 8,596

繰延税金資産の純額 11,379
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２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一

部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、

平成28年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われる

ことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定

実効税率は従来の33.1％から、平成28年４月１日に開始する事業年度及び平成29年４月

１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異につきましては30.9％に、平成30

年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異につきましては

30.6％となります。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。

Ⅶ．関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

属 性 会社等の名称
議決権の所有
（被所有）割合

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

子 会 社 株式会社Anything
所有

直接　100％

検索連動型広告
代行事業の委託
先

手数料の受取
（注）１

6,766 売 掛 金 302

手数料の立替
（注）２

－ 立 替 金 30,230

手数料の支払
（注）３

734 買 掛 金 27

子 会 社
R E N T R A C K S  
V I E T N A M  
CO.,LTD.

所有
直接　100％

システム開発事
業の委託先

システム開発
業務の委託等
（注）４

17,866 未 払 金 1,559

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．受取手数料は、市場価格を勘案して一般取引条件と同等に決定しております。

２．立替金は、実費相当額を立て替えております。

３．支払手数料は、市場価格を勘案して一般取引条件と同等に決定しております。

４．システム開発業務の委託等は、市場価格を勘案して一般取引条件と同等に決定

しております。

Ⅷ．１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 168円29銭

２．１株当たり当期純利益 36円92銭

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益 35円33銭

（注）当社は、平成27年10月１日付で普通株式１株につき普通株式３株の割合で株式分割

を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当

たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を

算定しております。

－ 32 －



連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年５月27日

株式会社レントラックス

取締役会　御中

優成監査法人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 加 藤 善 孝 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 小 松 亮 一 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 宮 崎 　 哲 
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社レントラックスの平成27年４月１

日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ

れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、株式会社レントラックス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に
係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年５月27日

株式会社レントラックス

取締役会　御中

優成監査法人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 加 藤 善 孝 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 小 松 亮 一 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 宮 崎 　 哲 
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社レントラックスの平成27年

４月１日から平成28年３月31日までの第11期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその

附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため

の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第11期事業年度の取締
役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査
報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及

び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の
分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の
収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会
社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必
要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正
を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の
状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしま
した。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及
び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査
に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明
細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し
ているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な
事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい
ても、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人優成監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人優成監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年５月30日

株 式 会 社 レ ン ト ラ ッ ク ス 　 監 査 役 会

常勤監査役（社外監査役） 織 茂 俊 六 

監　査　役（社外監査役） 山 本 賢 志 

監　査　役（社外監査役） 大 西 正 義 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月

１日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でな

い監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、

それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮で

きるよう、現行定款第29条第２項及び第39条第２項の一部を変更するもので

あります。

なお、現行定款第29条第２項の変更に関しましては、各監査役の同意を得

ております。

２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款 変 更 案

第４章　取締役及び取締役会

（取締役の責任免除）

第４章　取締役及び取締役会

（取締役の責任免除）

第29条　（条文省略）

２．当会社は、社外取締役との間で、

当該社外取締役の会社法第423条第

１項の責任につき、善意でかつ重大

な過失がないときは、法令が定める

額を限度として責任を負担する契約

を締結することができる。

第29条　（現行どおり）

２．当会社は、取締役（業務執行取締

役等であるものを除く。）との間

で、当該取締役（業務執行取締役等

であるものを除く。）の会社法第423

条第１項の責任につき、善意でかつ

重大な過失がないときは、法令が定

める額を限度として責任を負担する

契約を締結することができる。

第５章　監査役及び監査役会

（監査役の責任免除）

第５章　監査役及び監査役会

（監査役の責任免除）

第39条　（条文省略）

２．当会社は、社外監査役との間で、

当該社外監査役の会社法第423条第

１項の責任につき、善意でかつ重大

な過失がないときは、法令が定める

額を限度として責任を負担する契約

を締結することができる。

第39条　（現行どおり）

２．当会社は、監査役との間で、当該

監査役の会社法第423条第１項の責

任につき、善意でかつ重大な過失が

ないときは、法令が定める額を限度

として責任を負担する契約を締結す

ることができる。
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第２号議案　取締役４名選任の件

　取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま

しては、取締役４名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

１

かね

金
こ

子
えい

英
じ

司
(昭和48年12月22日)

平成９年４月　株式会社ＴＫＣ入社

平成12年５月　カーポイント株式会社（現・株式会

社カービュー）入社

平成17年８月　株式会社ＱＯＯＰ入社

平成17年12月　株式会社コエル（現・株式会社レン

トラックス）設立　代表取締役社長

就任（現任）

平成19年８月　株式会社クオリュクス＆パートナ

ーズ（現・株式会社Anything）取締

役就任（現任）

平成20年２月　株式会社セブンインベスターズ取

締役就任

平成24年３月　RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD会長就

任（現任）

4,070,000株

２

すぎ

椙
お

尾
こう

幸
すけ

介
(昭和50年１月24日)

平成９年４月　株式会社ＴＫＣ入社

平成18年10月　当社取締役管理部長就任（現任）

平成19年８月　株式会社クオリュクス＆パートナ

ーズ（現・株式会社Anything）取締

役就任（現任）

平成20年２月　株式会社セブンインベスターズ取

締役就任

150,000株

３

よこ

横
やま

山
さ

早
なえ

苗
(昭和54年４月13日)

平成12年２月　株式会社ネクサス入社

平成14年２月　日本情報処理産業株式会社入社

平成16年５月　株式会社アデコ入社

平成17年８月　株式会社デジクロ入社

平成18年４月　当社入社

平成19年８月　当社取締役メディア事業部長就任

（現任）

平成19年12月　株式会社クオリュクス＆パートナ

ーズ（現・株式会社Anything）代表

取締役就任

平成21年１月　株式会社クオリュクス＆パートナ

ーズ（現・株式会社Anything）取締

役就任（現任）

平成24年３月　RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD社長就

任（現任）

112,200株
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候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

４

かわ

河
しま

嶋
 

　
しげる

茂
(昭和47年６月22日)

平成８年４月　株式会社カスミコンビニエンスネ

ットワークス（現：株式会社ファミ

リーマート）入社

平成11年７月　株式会社メンバーズ入社

平成13年５月　エクスフィニティジャパン株式会

社入社

平成13年９月　富士通株式会社入社

平成15年４月　有限会社ミクスド（現：アイオイク

ス株式会社）入社

平成19年６月　株式会社イグニディア設立　代表

取締役就任（現任）

平成27年６月　当社取締役就任（現任）

－

（注）１．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．河嶋茂氏は社外取締役候補者であります。同氏は、経営経験と見識に基づき、

実質的・客観的で広範かつ高度な視野での当社の企業活動への助言を期待でき

ることから、社外取締役として適任であると考えております。

３．河嶋茂氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任

期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

４．当社は、河嶋茂氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条

第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく

損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額として

おり、同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

５．当社は、河嶋茂氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお

ります。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とす

る予定であります。

以　上
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株主総会会場ご案内図

会　　　場　東京都中央区八重洲1-2-16　ＴＧビル別館２階

ＴＫＰ東京駅日本橋カンファレンスセンター　ホール２Ａ

日本ビル

パソナ
グループ

丸の内
トラストタワー
Ｎ館

三井住友
信託銀行

信金中央金庫

ナチュラル
ローソン

三井住友銀行

丸の内
トラストタワー

大丸
東京店

三菱東京
UFJ銀行

三菱東京
UFJ銀行

交通銀行

三越前駅
ＴＫＰ東京駅日本橋
カンファレンスセンター
株式会社レントラックス
総会入口

日本橋駅

太陽生命ビル

ファミリーマート

KOSEスターツ八重洲
中央ビル

みずほ銀行

東京駅

丸の内中央口

日本橋口

Ｂ３出口

Ｂ９出口
Ａ１出口

Ａ４出口

Ａ７出口

八重洲北口

八重洲中央口

富士そば

日本橋
交叉点ビル

セブンイレブン

都心環状線

大手町駅 呉服橋交差点

パールホテル八重洲

みずほ
信託銀行

ローソン

COREDO
日本橋

百五銀行

日本橋
三越本店

朝日生命
大手町ビル

外
堀
通
り

昭
和
通
り

中
央
通
り

■交通アクセス

　東京メトロ銀座線、東西線　日本橋（東京都）駅（Ａ１出口）徒歩１分

（ご注意）誠に恐縮ですが、会場駐車場はご用意いたしておりませんので、お車

でのご来場はご遠慮下さいますようお願い申し上げます。


